
1.受検される年月日を確認 2.自動車検査証に記載の「初度検査年月」を確認

 令和5年12月1日～令和6年11月30日 平成 17 年以前 平成 18 年～平成  22 年 平成 23 年以降

 令和6年12月1日～令和7年11月30日 平成 18 年以前 平成 19 年～平成 23 年 平成 24 年以降

 令和7年12月1日～令和8年11月30日 平成 19 年以前 平成 20 年～平成 24 年 平成 25 年以降

 ※離島に使用の本拠の位置を有する軽自動車

  につきましては、管轄する事務所・支所の

  コールセンターまでお問い合わせください。

3.重量税金額（自家用・事業用の別を確認）

18年経過車 13年経過車 左記以外

自家用 ８，８００円 ８，２００円 ６，６００円

事業用 ５，６００円 ５，４００円 ５，２００円
重量税金額

18年・13年経過年数表


